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城西国際大学同窓会規約

　　第１章　総　　則

第１条　本会は城西国際大学同窓会（以下「本会」という。）と称する。

第２条　�本会は会員相互の親睦をはかるとともに，城西国際大学の発展に寄与することを目的と

する。

第３条　本会は次の事業を行う。

　⑴　学校法人城西大学，城西国際大学と同窓会（本部・支部）および会員との連絡

　⑵　会員名簿および会報の発行

　⑶　その他本会の目的を達成するのに必要な事業

第４条　本会の本部は城西国際大学内におく。

第５条　本会の会員は正会員・準会員・特別会員および賛助会員とする。

　⑴　正会員は城西国際大学の卒業生とする

　⑵　準会員は城西国際大学に在学中のものとする

　⑶　特別会員は法人役員・城西国際大学の教職員とする

　⑷　賛助会員は城西国際大学に一定期間在籍したのち退学したもので総会において認められた

ものとする

　⑸　他大学より城西国際大学大学院に入学し，修士または博士の課程を修了したもので，入会

金および会費を納入したものは正会員とする

第６条　本会に次の機関をおく。

　⑴　総　　会

　⑵　役 員 会

　⑶　支部長会

　　第２章　総　　会　

第７条　総会は本会の最高決議機関とする。

２　総会は正会員をもって構成し，定例総会は会計年度が終了後３か月以内に開催するものと

し，１か月以前に公示するものとする。

第８条　次の場合は臨時総会を開催することができる。

　⑴　会長が必要と認めたとき

　⑵　正会員200名以上の署名をもって要求があったとき

第９条　総会は会長が召集する。

第10条　会長は総会の議長となる。副議長は会長の指名するもので総会で認められたものとする。
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第11条　総会は次の事項を議事として審議する。

　⑴　事業計画およびそれに基づく予算案に関すること

　⑵　事業報告およびそれに基づく決算案に関すること

　⑶　役員選出および改選に関すること

　⑷　規約の改正に関すること

　⑸　その他重要事項に関すること

　　第３章　役員・役員会および支部長会

第12条　本会に次の役員をおく。

　⑴　会　　長　　１名

　⑵　副 会 長　　若干名

　⑶　幹　　事　　若干名

　⑷　監　　事　　２名

第13条　本会に名誉会長（理事長），名誉副会長（常務理事及び学長）をおき，本会を統括す

る。顧問（学生部長・副部長）および相談役を若干名おく。

２　名誉会長及び名誉副会長は，総会及び役員会に出席することができる。

第14条　会長・幹事および監事は総会において正会員のうちより選出する。但し，支部長は支部

長に就任と同時に幹事となる。

２　副会長は会長の指名するもので総会において認められたものとする。

３　相談役は会長・副会長の経験者および総会において推薦されたものとする。

第15条　役員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，補欠による後任者の任期は，前任者

の残任期間とする。また，支部長である幹事の任期は支部長在任期間とする。

第16条　会長は役員会にはかり運営委員若干名をおくことができる。

第17条　会長は本会を代表し会務を総理する。

２　副会長は会長を補佐し，会長ことあるときは会長代行となる。

３　幹事は役員会を組織し会務を遂行する。

第18条　役員会は正副会長および幹事をもって構成し，会長が議長となり総会に提案する議事を

審議決定する。

２　役員会の運営規定については別にこれを定める。

第19条　相談役は会長の要請により役員会に出席し意見を述べることができる。

第20条　支部長会は各支部長をもって組織し会務を遂行する。

２　支部長会の運営規定については別にこれを定める。

　　第４章　会計監査

第21条　監事は本会の会計を監査し，総会において監査報告をしなければならない。
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　　第５章　会　　計

第22条　本会の運営は入会金・会費・寄付金およびその他の収入による。

第23条　会員は入学時に準会員費として10,000円，10年会費として40,000円をそれぞれ納入しな

ければならない。

２　会員は卒業10年後より，年会費として5,000円を納入しなければならない。

第24条　本会の会計年度は４月１日より翌年３月31日までとする。

　　第６章　規約改正

第25条　本会の規約改正は次の場合に役員会の議を経て総会で決定する。

⑴　会長が必要と認めたとき

⑵　正会員の１割の署名により要求のあったとき

　　第７章　事 務 局

第26条　本会の事務を遂行するために本部に事務局をおく。

２　事務局に関する必要な規則は役員会の議を経て会長が定める。

　

付　則　本規約は，平成８年４月１日から施行する。

付　則　この改正は，平成25年４月１日から施行する。



城西国際大学父母後援会

父母後援会共済事業規約

城西国際大学父母後援会
父母後援会共済事業規約



474

父母後援会共済事業規約

１．趣旨及び事業

城西国際大学父母後援会では，城西国際大学学生（大学院生及び別科学生を含む。）の父母

又は学費負担者として登録された者（様式１）を会員とし，相互扶助の精神に則り，次のよう

な共済事業を行う。

　⑴　在学生を対象として「学生教育研究災害傷害保険」（以下，「学研災」という）「学研災付

帯賠償責任保険」（以下，「学研賠」という）及び「総合福祉団体定期保険」（以下，「生命保

険」という）に加入することにより，学内外を問わずに24時間正課授業中や課外活動等の学

生生活を保障し，次のようなときは各保険特約条項にもとずく保険金の支払が受けられるよ

うにする。

　　①　正課中及びそれに準ずる研究活動中に発生した傷害及び死亡，後遺症

　　②　学生の日常生活（課外活動等も含む）で蒙る不慮の事故による死亡または所定の高度障

害になったとき若しくは入院及び所定の障害状態になったとき。

　　③　病気による治療及び入院等の補償は保険金支払い対象外。

　　④　国内外において，学生が正課，学校行事，ボランティアクラブ等で課外活動およびその往

復中で他人にケガをさせたり他人の財物を損壊したことにより被る損害賠償を補償する。

（学研賠）

　　⑤　生命保険の保険金受取人は，会員とする。

※�学研災加入者が学研災及び学研賠では補償が不足と思われる場合に，病気等も補償あ

る任意加入の学研災付帯学生生活総合保険・学生総合補償があります。

⑵　会員が不慮の災害に遭遇されたときは，見舞金を支給する。

⑶　学生の正課中及び課外活動，生活中の傷害事故に対して見舞金を支給する。

　　（請求は事故後180日以内に限る）

２．共　済　費

⑴　学生１人年額9,000円を会員負担とする。

⑵　共済費納入は入学時9,000円とし，２年次以降毎年４月末日までに9,000円を納入する。

⑶　共済事業運営上やむを得ざる場合には増額することができる。

３．共済費の支出内訳

⑴　学生保険に関する保険料（学研災＋学研賠）

　　保険料については，保険約款に基づく料額とする。ただし，役員会に報告するものとする。

　　経営情報学部　入学時（４年間）4,660円　　国際人文学部　入学時（４年間）4,660円

　　福祉総合学部　入学時（４年間）4,660円
　　（理学療法学科を除く）
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　　福祉総合学部
　　理学療法学科　入学時（４年間）5,370円　　薬　学　部　入学時（６年間）6,740円

　　メディア学部　入学時（４年間）4,660円　　観 光 学 部　入学時（４年間）4,660円

　　環境社会学部　入学時（４年間）4,660円　　看 護 学 部　入学時（４年間）5,370円

　　大学院　修士　入学時（２年間）2,430円　　大学院　博士　入学時（３年間）3,620円

　　別　　　　科　入学時（１年間）1,340円　　保険有効期間は卒業年度の３月31日までとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�ただし９月入学生は（９月１日から８月31日）

⑵　生命保険に関する保険料

　　保険料については，保険約款に基づく料額とする。ただし，役員会に報告するものとする。

　　　　保険有効期間は１年間（４月１日から３月31日）

⑶　共済基金

　　　異常事態に対応するため，基金を設ける。

４．会員の死亡による授業料の奨学金

学費支弁者たる会員が死亡した時は，その意思をつぎ無事子弟が，通常の卒業課程の範囲内

までの授業料を奨学生として，本人の申し出により無利息で貸与を行うものとする。

なお，この細則については別に定める。

５．事故の際支払われる保険金

⑴　学研災の保険金

⑵　学研賠の保険金

　　対人・対物賠償　対人賠償と対物賠償合わせて１事故につき１億円限度（免責金額なし）

区　　　　　　　分 保　険　金

2, 000万円

3, 000円～30万円

120万円～3, 000万円

4, 000円

1, 000万円

3万円～30万円

6,000円～30万円

60万円～1, 500万円

4, 000円

①正課中・学校行事中の死亡

　　〃　　傷害（１日目から）

　後遺障害保険金

　入院給付金（180日を限度）１日につき

②課外活動中・通学中・学校施設内または学内移動中の死亡

　　　　　　〃　　　　　　　の傷害（14日以上）

　通学中・施設間移動中の傷害（４日以上）

　後遺傷害保険金

　入院給付金（180日を限度）１日につき

区　　　　　　　分 保　険　金

150万円

150万円

15万円～105万円

１日2, 250円

　病気による死亡・高度障害

　不慮の事故による死亡・高度障害

　障害給付金

　入院給付金（入院５日以上120日を限度）

※後遺障害金は，保険に保険約款による所定の身体障害の程度に応じて保険金が支払

　われます。

※高度障害保険金は，普通保険約款に定める所定の高度障害状態に該当したときに支

　払われます。また、障害給付金は，災害総合保障特約条項に定める所定の身体障害

　の程度に応じて支払われます。
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⑶　生命保険の保険金

⑷　その他

通学途中，正課中の事故発生による死亡又は傷害の際には，上記学生保険と生命保険の保

険金が支払われます。

例えば，正課中死亡の場合は2,000万円＋150万円，合計2,150万円が支払いを受ける保険金

です。

６．各種見舞金

⑴　弔慰金（様式２）

　①　会員が死亡した場合は10万円の弔慰金を支給する。

　②　学生が死亡した場合は10万円の弔慰金を支給する。

⑵　傷害見舞金（様式２）

　　①　学生が正課中傷害事故を起こした場合は，完治するまでの治療費の実費10万円を限度と

して給付する。

　　　　ただし，４日以上の治療については学生保険から治療費が給付されるので，その給付額

を差し引いた金額の限度を10万円とする。

　　②　学生が正課中以外の課外活動等で傷害事故を起こした場合は，完治するまでの治療費の

実費10万円を限度として給付する。

　　　　ただし，14日以上の通院又は５日以上の入院治療については，学生保険から入院給付金

が給付されるので，その給付額を差し引いた金額の限度を10万円とする。

　　③　学生が通学途中・施設間移動中に傷害事故を起こした場合は，完治するまでの治療費の

実費10万円を限度とし給付する。但し７日以上の治療については学生保険から治療費が給

付されるので，その給付額を差し引いた金額の限度を10万円とする。

７．本共済事業の経費は共済費をもってこれにあてる。但し，本共済事業及び父母後援会事業の

運営にともなう収支決算に過不足が生じた場合には，相互に運用できるものとする。

付　則

区　　　　　　　分 保　険　金

2, 000万円

3, 000円～30万円

120万円～3, 000万円

4, 000円

1, 000万円

3万円～30万円

6,000円～30万円

60万円～1, 500万円

4, 000円

①正課中・学校行事中の死亡

　　〃　　傷害（１日目から）

　後遺障害保険金

　入院給付金（180日を限度）１日につき

②課外活動中・通学中・学校施設内または学内移動中の死亡

　　　　　　〃　　　　　　　の傷害（14日以上）

　通学中・施設間移動中の傷害（４日以上）

　後遺傷害保険金

　入院給付金（180日を限度）１日につき

区　　　　　　　分 保　険　金

150万円

150万円

15万円～105万円

１日2, 250円

　病気による死亡・高度障害

　不慮の事故による死亡・高度障害

　障害給付金

　入院給付金（入院５日以上120日を限度）

※後遺障害金は，保険に保険約款による所定の身体障害の程度に応じて保険金が支払

　われます。

※高度障害保険金は，普通保険約款に定める所定の高度障害状態に該当したときに支

　払われます。また、障害給付金は，災害総合保障特約条項に定める所定の身体障害

　の程度に応じて支払われます。



父母後援会　　477

　１．本共済事業規約は平成４年４月１日より実施する。

　　ただし，学研災の適用は，平成４年６月１日からとする。

　２．本共済事業規約は平成６年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成６年度入学生からとする。

　３．本共済事業規約は平成８年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成８年度入学生からとする。

　４．本共済事業規約は平成10年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成10年度入学生からとする。

　５．本共済事業規約は平成14年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成14年度入学生からとする。

　６．本共済事業規約は平成16年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成16年度入学生からとする。

　７．本共済事業規約は平成17年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成17年度入学生からとする。

　８．本共済事業規約は平成18年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災の適用は，平成18年度入学生からとする。

　９．本共済事業規約は平成22年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成22年度入学生からとする。

10．本共済事業規約は平成23年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成23年度入学生からとする。

11．本共済事業規約は平成24年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成24年度入学生からとする。

12．本共済事業規約は平成25年４月１日一部改正。

　　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成25年度入学生からとする。

13．本共済事業規約は平成26年４月１日一部改正。

　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成26年度入学生からとする。

14．本共済事業規約は平成27年４月１日一部改正。

　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成27年度入学生からとする。

15．本共済事業規約は平成28年４月１日一部改正。

　ただし，学研災・学研賠の適用は，平成28年度入学生からとする。
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